
  - 1 -  

船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１２月２８日 １３時５０分ごろ 

発生場所 沖縄県竹富町竹富島東方沖 

 竹富島南水路第１号灯標から真方位０７２°１８０ｍ付近 

 （概位 北緯２４°１９.４′ 東経１２４°０６.９′） 

事故の概要 ダイビング船G
ジ

-
－

FREE
フ リ ー

Ｖ
ファイブ

は、南西進中、乗り揚げた。 

G-FREEＶは、ドライブユニットの破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

ダイビング船 G-FREEＶ、４.７トン 

 ２９３－３８４２５沖縄、株式会社ジーフリー 

 ９.３４ｍ（Lr）×３.２５ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０９.６０kＷ、平成２０年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成７年３月９日 

  免許証交付日 平成２６年９月２２日 

         （平成３２年３月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 ドライブユニットに破損、プロペラ翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.８５ｍ、波向 北西、潮汐 下げ潮の末期、潮高 

約７０cm 

竹富町を含む石垣島地方には、１２月２７日０４時２２分に波浪注

意報及び１０時２７分に強風注意報が発表され、本事故時も継続して

いた。 

 事故の経過 本船は、船長及び乗組員１人が乗り組み、ダイビング客５人を乗

せ、平成２７年１２月２８日１３時３０分ごろ竹富南エリアと称する

ダイビングポイントに向けて石垣市石垣漁港を出発した。 

本船は、船長が、操縦席に腰を掛け、約１８ノット（kn）の対地速



  - 2 -  

力で竹富南航路（以下｢南航路」という。）に向けて竹富島東方沖を手

動操舵により南西進中、南航路を出航しているフェリーボートを認

め、フェリーボートの引き波によって本船が動揺するのを回避する目

的で約１０knに減速し、左に舵を取って旋回した。 

本船は、船長が南航路東口を通過したフェリーボートを確認した

後、南航路東口に向けて南西進中、１３時５０分ごろ浅瀬に乗り揚げ

た。 

船長は、衝撃によって乗り揚げたことに気付き、ダイビング客及び

乗組員にけががないことを確認し、主機のクラッチを入れたもののプ

ロペラが回転せず、自力での離礁が不可能と判断して錨泊し、携帯電

話で海上保安庁及び修理業者に救助の要請を行った。 

 ダイビング客は、連絡を受けて来援した修理業者の船舶に移乗して

石垣港内の浜崎マリーナに移送された。 

本船は、船長及び乗組員が乗船した状態で、連絡を受けて来援した

巡視艇により離礁作業が行われ、浜崎マリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、喫水が、船首約０.５ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

海図Ｗ１２８５（石垣港付近）によれば、本事故発生場所は、底質

がさんご、水深が約０.３ｍであった。 

船長は、本事故当時、船酔いしたダイビング客がいたのでフェリー

ボートによる引き波によって本船が横揺れするのを抑えたかった。 

船長は、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、目視により船位の

確認を行って南航路に入ろうとしたので、本船が風波により圧流され

ていることに気付かず、操船していたと本事故後に思った。 

船長は、南航路を航行してダイビングポイントに向かった経験が冬

季に約５～６年あり、南航路東口の東側に浅瀬が存在することを知っ

ていた。 

船長は、本事故当時、午前中にインストラクターとして潜水をした

ものの、疲れは感じておらず、健康状態も良好であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、竹富島東方沖を手動操舵によりフェリーボートの引き波に

よる横揺れを回避する目的で旋回して南航路に向けて南西進中、船長

が、ＧＰＳプロッターを使用するなどして船位の確認を行っていなか

ったことから、風波により南航路東口の東側の浅瀬に圧流されている

ことに気付かず、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が竹富島東方沖を手動操舵によりフェリーボートの

引き波による横揺れを回避する目的で旋回して南航路に向けて南西進
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中、船長が、ＧＰＳプロッターを使用するなどして船位の確認を行っ

ていなかったため、風波により南航路東口の東側の浅瀬に圧流されて

いることに気付かず、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・慣れた海域でも、経験に頼り過ぎず、レーダーやＧＰＳプロッタ

ーを活用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２７年１２月２８日 １３時５０分ごろ発生） 

竹富島南水路第１号灯標 
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